
相 談 窓 口（無料）
申＝予約など申し込み用電話番号　問＝問い合わせ用電話番号　相＝電話での相談ができる電話番号
相談名 日時／申込み・問合せ 場所

一
般
相
談

法律相談
（予約が必要）

12月 7 日（火）、21日（火）10：00 ～ 12：00
12月13日（月）、27日（月）18：00 ～ 20：00
申中央公民館窓口
電話での予約はできません。窓口にお越しください
問企画グループ☎079（435）0356 

中央公民館

心配ごと相談 毎週火曜日（祝日を除く）13：00 ～ 16：00
問播磨町社会福祉協議会☎079（435）1712　

福祉しあわせセ
ンター

行政相談 12月27日（月）9：30 ～ 11：30
問企画グループ☎079（435）0356 中央公民館

人　
　
権

困りごと相談
12月 1 日（水）、 9 日（木）、23日（木）13：00 ～ 15：00
問播磨町社会福祉協議会☎079（435）1712
播磨町人権擁護委員がご相談を伺います

福祉しあわせセ
ンター

人権相談 毎週月～金曜日（祝日を除く）8：30 ～ 17：15
問神戸地方法務局加古川支局☎0570（003）110（全国共通ナビダイヤル）

神戸地方法務局
加古川支局

消
費
生
活

消費生活・
多重債務相談

毎週月～金曜日9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00（祝日を除く）
申問相播磨町消費生活センター☎079（435）1999 

住民グループ（⑥
番窓口）

司法書士による多重債
務相談（予約が必要）

12月 9 日（木）13：30 ～ 15：30
申問播磨町消費生活センター☎079（435）1999 中央公民館

納　
　
税

休日納税相談
毎月第４日曜日9：00 ～ 12：00
問税務グループ☎079（435）0358　
直接、お越しください（休日のため、中央公民館側通用口をご利用ください）

税務グループ

税理士会の税務相談
（予約が必要）

毎週火曜日13：30 ～ 16：30　
申問近畿税理士会加古川支部☎079（421）1144 

加古川税理士会
館

商
工
業

税務相談
（予約が必要）

12月 3 日（金）13：00 ～ 15：00
申問播磨町商工会☎079（435）1630　商工業者のための税務相談 播磨町商工会館

起業・開業相談
（予約が必要）

12月10日（金）13：00 ～ 15：00
申問播磨町商工会☎079（435）1630　
開業予定者及び開業まもない人のための相談

播磨町商工会館

住
ま
い

不動産無料相談
（予約が必要）

毎月第２・第４火曜日　13：00 ～ 15：00
申兵庫県宅建協会加古川支部☎079（424）0832
不動産取引、空き家など不動産全般の相談について承ります

宅建協会加古川支
部事務所（加古川市
野口町良野410-1）

　

２
０
２
０
年
4
月
か
ら

配
置
さ
れ
た
播
磨
町
ま
ち

づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は

現
在
2
年
目
で
す
。

　

２
０
２
１
年
は
、
自
治

会
、サ
ー
ク
ル
団
体
な
ど
か

ら「
新
し
い
活
動
を
始
め
た

い
」、「
情
報
発
信
や
広
報
を

見
直
し
た
い
」、「
組
織
の
規

則
を
改
め
た
い
」と
い
っ
た

相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。例

え
ば
自
治
会
で
は
役
員
会

や
班
長
会
に
参
加
し
た
り
、

新
し
い
活
動
を
始
め
た
い

人
と
は
何
度
も
会
っ
て
具

体
的
な
進
め
方
を
話
し
た

り
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な

中
で
「
役
場
に
は
相
談
に

行
き
に
く
い
」
と
い
う
声

も
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、２
０
２

１
年
11
月
よ
り
、
毎
週
1

日
、
コ
ミ
セ
ン
を
回
り
な

が
ら
相
談
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
相
談
会
と
言
っ

て
も
、
難
し
い
話
で
は
な

く
、
ち
ょ
っ
と
話
し
て
み

た
い
な
と
か
、
お
茶
飲
み

つ
い
で
に
雑
談
し
に
来
て

い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で

す
。

　

今
後
は
、
時
間
や
曜
日

も
柔
軟
に
対
応
し
よ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
毎
月
月

末
に
翌
月
の
予
定
を
チ
ラ

シ
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

　
２
０
２
１
年
11
月
よ
り
、週
１
回
の
頻
度
で
「
ま
ち
ア
ド
な
ん
で

も
お
し
ゃ
べ
り
会
」を
始
め
て
い
ま
す
。
サ
ー
ク
ル
活
動
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
の
立
ち
上
げ
、自
治
会
活
動
な
ど
、ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
こ

と
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【まちづくりアドバイザーとは】　播磨町では、多様化・複雑化する地域の課題やニーズに、より細かく対応するため、令和
２年度より「まちづくりアドバイザー」を配置しています。自治会活動やコミュニティ活動、自主的なまちづ
くり活動について専門的な視点から支援します。

ま
ち
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
お
届
け
す
る

　

ま
ち
ア
ド
通
信	

企
画
グ
ル
ー
プ

	

☎︎
０
７
９
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４
３
５
）
０
３
５
６

コミセンで「まちアドなんでもおしゃべり会」をはじめています

▲まちアドの日々の活動は
こちらに記事を書いています▲相談会のチラシ

情
報
の
ペ
ー
ジ

健
康
と
保
健

そ 

の 

他

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

子 

育 

て

播
磨
町
の
教
育

そ 

の 

他
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